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久
 
保
 
田

啓

一

享
保
十
一
年
丙
午
一
七
二
六
三
十
八
歳

謝
級
哉
、
今
乃
点
捻
，
奉
返
ス
、
主
格
之
罪
、
幸
二
恕
y
言
置
ヶ
之
、
伏
乞

休
暇
二
見
砂
ヨ
臨
、

（
承
 
前
）

○
 
こ
の
年
末
頃
か
、

 
受
け
取
る
。

服
部
南
郭
よ
り
心
々
「
与
島
並
製
」
を

 
『
南
郭
先
生
文
集
』
二
編
巻
之
九
所
収
「
与
島
聖
徳
」
の
全
文
を
版
本
に
従
っ

て
掲
げ
る
（
た
だ
し
引
用
は
『
詩
集
 
日
本
漢
詩
』
第
四
巻
〈
導
車
書
院
、
昭

和
⊥
ハ
十
年
〉
の
影
印
に
拠
っ
た
）
。

 
 
聞
近
ロ
已
二
除
”
服
ヲ
従
叶
事
二
、
想
二
以
二
靡
監
ノ
故
一
、
不
励
ヵ
得
レ
不
ロ
ヲ

 
 
断
レ
恩
ヲ
与
、
情
思
可
レ
悲
、
爾
来
益
復
潤
焉
、
計
二
当
上
鞍
掌
け
ル
、
甚
イ

 
 
哉
喬
之
不
二
敏
ナ
ル
於
事
一
一
、
饗
二
者
足
下
倣
然
ト
y
在
レ
憂
二
也
、
乃
不
レ
弔

 
 
セ
、
人
敦
ヵ
葺
け
謂
三
喬
や
也
有
ン
ヤ
ヨ
日
落
雷
於
福
交
喧
㌔
乎
、
不
レ
知
レ

 
 
所
”
解
ン
、
亦
侍
ム
ノ
電
送
キ
”
朱
ヨ
ハ
為
7
9
故
耳
、
夏
時
所
⊃
承
属
4
ル
佳
稿
、

 
 
前
已
二
面
及
ス
、
偶
因
ン
遺
忘
一
一
謂
い
リ
不
卦
要
領
魂
、
近
ロ
捻
コ
筐
中
↓
得
四
之
、

 
 
方
二
知
紛
冗
之
際
、
忽
焉
ト
，
留
剤
余
、
怠
慢
不
朽
可
⇒
ヤ
勝
ラ

 
本
書
騰
の
四
つ
後
に
配
列
さ
れ
る
「
答
富
春
斐
」
で
荻
生
狙
侠
の
逝
去
が
語

ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
い
う
「
除
服
」
は
享
保
十
一
年
の
養
母
の
死
に
よ
る
服

喪
明
け
を
意
味
す
る
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
「
年
譜
稿
（
四
）
」
（
『
日
本
文

，
学
研
究
』
三
十
号
、
平
成
七
年
一
月
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
喪
が
明
け
た
の
は

同
年
十
二
月
初
頃
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
年
内
に
南
郭
か
ら
本
書
憤
を
受
け
た

と
見
た
。
た
だ
し
、
や
は
り
前
号
＝
○
頁
に
掲
げ
た
『
三
世
の
な
み
』
の
起

復
の
歌
の
詞
書
で
は
藤
衣
の
秋
の
た
も
と
を
し
ぼ
る
歌
に
続
い
て
「
幾
程
な
く
」

起
復
の
命
を
受
け
た
と
あ
る
し
、
本
書
績
の
冒
頭
で
「
以
冷
酷
二
言
、
不
得
不
断

恩
与
」
と
す
る
の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
信
遍
は
公
務
の
た
め
に
服
喪
を
早
め

に
切
り
上
げ
ら
れ
て
職
場
復
帰
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

 
さ
て
、
信
遍
は
こ
の
年
の
夏
に
南
郭
あ
て
に
「
画
稿
」
を
呈
し
た
。
し
か
し

富
麗
は
多
忙
に
取
り
紛
れ
て
放
置
し
、
二
重
宅
を
弔
問
す
る
こ
と
さ
え
し
な

か
っ
た
。
そ
の
謝
罪
が
主
旨
と
な
る
。
信
遍
が
詩
文
を
送
っ
た
「
夏
時
」
は
養

母
の
死
以
前
に
相
違
あ
る
ま
い
が
、
内
容
そ
の
他
一
切
不
明
。
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享
保
十
二
年
丁
未
．
一
七
二
七
⊥
二
十
九
歳

〇
 
十
一
月
七
日
、
有
馬
丘
ハ
三
頭
氏
倫
を
通
じ
て
奥
よ
り
文
庫

 
に
返
却
さ
れ
る
「
円
機
活
法
」
（
二
十
冊
）
「
事
文
類
聚
」
（
六

 
十
冊
）
を
点
検
し
、
そ
の
混
乱
を
下
田
住
大
夫
師
恩
に
報
告

 
す
る
か
。
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
六
）

 
こ
の
項
は
、
同
年
十
］
月
八
日
の
条
の
記
事
に
拠
る
が
、
有
馬
氏
倫
か
ら
御

書
物
腰
に
連
絡
が
あ
っ
た
の
は
前
日
の
七
日
。
八
日
の
八
時
に
掲
出
し
た
二
点

も
含
め
十
点
が
返
却
さ
れ
た
が
、
「
円
熊
鷹
法
」
と
「
事
文
類
聚
」
の
点
検
に

つ
い
て
は
、

 
 
右
之
内
、
円
機
活
法
・
事
文
類
聚
二
部
ハ
、
道
上
方
二
て
一
覧
い
た
し
候

 
 
所
、
彼
是
入
込
違
ひ
候
所
も
有
之
候
二
付
、
幸
大
夫
殿
へ
道
竹
其
旨
申
達
「

 
 
候
由
、
此
旨
幸
大
夫
殿
へ
申
通
親
様
二
と
兵
庫
頭
骨
被
仰
聞
候
。

と
あ
っ
て
、
七
日
の
時
点
で
点
検
結
果
が
当
日
出
勤
の
御
書
物
奉
行
下
田
幸
大

夫
師
古
に
報
告
さ
れ
て
い
た
事
、
行
き
違
い
の
な
い
よ
う
氏
倫
が
師
古
へ
の
確

認
を
求
め
て
い
る
事
が
知
ら
れ
、
返
却
前
に
混
乱
の
指
摘
は
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
問
題
は
「
道
央
」
が
「
道
書
」
か
と
い
う
点
。
こ
れ
は
恐
ら
く
道

上
で
あ
ろ
う
。
あ
て
字
に
「
道
竹
」
を
使
用
す
る
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
し
、

何
よ
り
も
御
書
男
方
と
吉
宗
側
近
の
連
絡
役
と
し
て
道
甲
信
遍
以
外
の
「
道
草
」

を
想
定
す
る
の
が
困
難
な
た
め
で
あ
る
。

〇
 
十
一
月
十
五
日
、
文
庫
よ
り
「
李
槍
浜
集
」
（
十
二
冊
）
「
李

 
玄
同
詩
集
」
（
十
冊
）
「
鼻
州
山
人
四
部
稿
」
（
六
十
二
冊
）

の
三
点
を
拝
借
、
今
後
は
有
馬
下
戸
・
加
納
久
通
に
前
も
っ

て
届
け
る
こ
と
な
く
拝
借
が
可
能
と
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
六
）

 
経
緯
は
日
記
本
文
に
つ
く
の
が
簡
明
で
あ
ろ
う
。

 
 
右
三
部
、
成
島
道
筑
江
拝
借
二
付
、
今
日
蓋
世
申
候
、
是
ハ
去
十
日
丘
ハ
庫

 
 
頭
殿
幸
大
夫
江
、
道
筑
拝
借
願
相
済
候
回
付
道
筑
江
対
談
之
上
相
渡
候
様

 
 
二
被
仰
渡
候
、
警
護
も
其
段
幸
大
夫
江
口
聞
耳
、
向
後
ハ
、
道
筑
御
書
物

 
 
拝
借
有
之
節
、
其
度
々
兵
庫
県
殿
江
御
早
耳
こ
も
及
不
申
、
相
渡
候
以
後

 
 
兵
庫
頭
殿
江
入
御
届
ヶ
上
積
御
座
候
、
今
日
道
筑
へ
右
之
三
部
又
助
（
御

 
 
書
物
奉
行
奈
佐
又
助
勝
英
-
引
用
者
注
）
相
渡
候
二
付
、
兵
庫
頭
殿
江

 
 
書
付
を
以
御
届
書
上
界
、
且
、
兵
庫
撃
茎
主
計
御
届
申
二
も
不
限
、
遠
江

 
 
守
殿
6
道
議
江
被
仰
渡
候
義
道
置
合
聞
候
ハ
・
、
承
合
、
遠
江
守
殿
江
御

 
 
届
可
申
候
、
今
日
、
三
部
御
書
物
相
星
明
付
、
請
取
謹
文
道
筑
6
請
取
置

 
 
申
候
、
御
書
物
返
上
之
世
相
返
可
申
候
、
男
湯
箪
笥
へ
入
置
申
候
。

 
里
言
が
文
庫
よ
り
書
物
を
借
り
る
場
合
、
ま
ず
御
側
御
用
取
次
の
有
馬
野
羊

か
加
納
久
通
に
拝
借
願
を
出
す
、
そ
の
決
裁
の
後
、
氏
倫
か
久
通
が
御
書
物
奉

行
に
通
知
し
、
信
遍
が
受
け
取
り
に
来
た
ら
貸
し
出
す
よ
う
指
示
す
る
、
貸
出

の
後
、
奉
行
が
氏
倫
・
久
通
に
そ
の
旨
報
告
す
る
と
い
う
手
続
き
を
必
要
と
し

た
。
今
後
は
聡
警
-
御
側
御
用
取
次
」
御
書
物
奉
行
と
い
う
前
半
の
経
路
を
省

略
し
、
信
遍
へ
の
貸
出
内
容
を
事
後
報
告
す
る
だ
け
で
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。

勿
論
信
遍
か
ら
は
請
取
証
文
を
取
る
。
こ
の
処
置
は
、
吉
宗
の
側
近
中
の
側
近

と
し
て
極
め
て
多
忙
な
氏
倫
・
久
通
の
事
務
処
理
量
の
軽
減
化
を
一
番
の
目
的

と
す
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
信
遍
の
借
出
頻
度
が
突
出
し
て
い
た
こ
と
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も
意
味
し
よ
う
。
吉
宗
の
指
示
を
受
け
た
比
倫
・
久
通
が
信
遍
に
文
献
調
査
を

命
ず
る
…
機
会
の
激
増
が
そ
の
背
景
に
は
あ
る
。
ま
た
こ
の
特
別
の
配
慮
が
、
信

遍
の
好
学
ぶ
り
を
公
的
な
場
で
確
認
し
得
る
例
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
も
確
か
だ
ろ
う
。

〇
 
十
二
月
二
十
四
日
、
有
馬
氏
倫
拝
借
「
近
思
録
」
（
四
冊
）

 
の
返
却
に
関
す
る
田
沼
主
殿
頭
意
業
の
連
絡
を
御
書
詮
方
に

 
伝
達
す
る
。
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
六
）

 
田
沼
主
殿
石
膏
行
は
、
こ
の
時
吉
宗
の
御
小
量
で
あ
り
、
同
世
代
の
冷
泉
門

人
と
し
て
信
遍
と
は
親
交
が
あ
っ
た
。
意
次
の
父
と
し
て
知
ら
れ
る
。
な
お
「
近

思
録
」
は
十
一
月
二
十
六
日
に
氏
倫
に
貸
し
出
さ
れ
た
が
、
御
書
物
奉
行
下
田

幸
大
夫
と
の
連
絡
役
は
や
は
り
意
行
で
あ
っ
た
。
返
却
の
件
も
当
然
心
行
が
伝

え
て
然
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
夕
霜
が
代
行
し
た
の
は
意
行
が
不
在
で
で
も

あ
っ
た
た
め
か
。
奥
坊
主
組
頭
並
の
信
遍
と
御
小
性
の
意
行
と
で
は
立
場
が
全

く
異
な
る
け
れ
ど
も
、
吉
宗
側
近
と
文
庫
と
の
連
絡
役
と
い
う
点
で
、
二
人
の

任
務
に
は
共
通
す
る
所
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
 
こ
の
年
、
先
に
琉
球
国
よ
り
献
上
さ
れ
た
屏
風
の
文
字
を

 
解
読
、
屏
風
の
絵
二
枚
を
吉
宗
よ
り
賜
わ
る
。

 
 
 
 
（
『
諸
家
系
譜
』
、
『
諸
家
譜
』
、
「
道
筑
略
譜
」
、
『
実
紀
』
附
録
巻
九
）

典
拠
四
点
の
う
ち
、
最
も
具
体
的
情
報
に
富
む
『
諸
家
系
譜
』
で
は
、

 
享
保
十
二
未
年
月
日
不
知
、
先
年
琉
球
国
献
上
之
御
屏
風
詩
之
文
字
、
態

成
島
三
遍
年
譜
稿
（
五
）

 
 
与
置
所
を
混
雑
仕
、
難
続
様
二
認
有
之
候
。
右
古
詩
二
二
も
候
哉
、
読
可

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
 
ぽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 

 
 
申
旨
被
仰
付
候
処
、
右
近
躰
之
詩
賦
御
座
候
、
決
而
古
評
二
而
は
無
之
旨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

 
 
申
上
、
於
御
前
右
御
屏
風
文
字
別
紙
写
、
一
字
ツ
・
に
前
帯
候
而
上
下
次
第

 
 
二
綴
り
合
候
得
ば
、
近
躰
之
詩
二
首
と
相
成
申
候
◎
一
首
は
唐
墨
栓
黒
黒
、

 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
い

 
 
一
首
は
文
花
英
華
中
之
劉
氏
之
詩
二
御
座
候
。
此
段
申
上
得
ば
、
為

 
 
御
褒
美
其
御
屏
風
之
絵
二
枚
被
下
置
、
今
二
家
蔵
仕
候
。

と
あ
る
。
特
に
屏
風
の
詩
の
正
体
を
明
記
し
た
の
は
『
諸
家
系
譜
』
の
み
。
「
文

花
英
華
」
が
「
文
苑
英
華
」
の
誤
記
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
「
劉
氏
」

だ
け
で
は
人
物
の
特
定
は
困
難
だ
が
、
「
文
苑
英
華
」
中
の
劉
姓
の
詩
人
の
諸

作
で
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
唐
の
劉
禺
錫
の
可
能
性
が
最
も
高
い
。

 
琉
球
使
節
が
吉
宗
に
謁
し
た
の
は
享
保
三
年
十
一
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
『
実
紀
』
巻
七
の
当
日
条
に
献
上
物
が
列
挙
し
て
あ
る
が
、
当
該
の
屏
風

そ
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
中
に
「
堆
朱
硯
屏
一
対
」
と
あ
る
の
が
或
い
は
そ

れ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
硯
屏
と
屏
風
は
恐
ら
く
同
一
と
は
見
な
せ
ま
い
。
実
体

は
不
明
と
い
う
他
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
『
実
紀
』
附
録
巻
九
で
は
「
貼
謀
録
」
を
基
に
や
や
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。

 
 
い
つ
の
こ
ろ
に
か
琉
球
国
よ
り
進
ら
せ
し
屏
風
を
御
覧
あ
り
。
そ
れ
に
金

 
 
泥
も
て
詩
を
顕
せ
し
を
よ
む
べ
し
と
仰
ら
る
。
道
筑
つ
く
づ
く
見
て
、
こ

 
 
れ
は
あ
や
ま
り
多
く
し
て
語
を
な
し
が
た
し
。
う
た
が
ふ
ら
く
は
、
か
の

 
 
国
人
等
詩
の
心
を
弁
へ
ず
、
よ
く
よ
み
と
き
も
せ
ざ
り
し
を
、
み
だ
り
に

 
 
書
し
な
る
べ
し
と
申
す
。
さ
ら
ば
其
あ
や
ま
り
を
た
f
し
、
詩
に
て
も
文

 
 
に
て
も
、
読
と
く
べ
き
や
う
に
し
て
進
ら
せ
よ
と
宣
ひ
し
か
ば
、
道
筑
則

 
 
其
文
字
を
紙
に
う
つ
し
、
一
字
ご
と
に
か
う
が
へ
て
、
八
田
の
詩
二
首
と
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な
し
て
奉
り
け
れ
ば
、
是
に
て
は
い
か
に
も
詩
と
な
り
た
り
、
も
し
古
人

 
 
の
愚
な
る
や
、
猶
た
“
す
べ
し
と
あ
り
け
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
二
日
ほ
ど
御

 
 
文
庫
に
入
て
、
諸
家
の
文
集
を
捜
し
け
る
に
、
こ
の
詩
を
見
出
し
け
れ
ば
、

 
 
其
姓
名
を
書
て
奉
る
。
こ
れ
は
汝
か
ね
て
心
に
し
る
し
て
、
か
く
あ
ら
た

 
 
め
し
に
や
と
御
尋
あ
り
。
道
警
さ
ら
に
記
臆
せ
し
に
あ
ら
ず
と
答
へ
奉
り

 
 
け
れ
ば
、
こ
よ
な
く
御
感
あ
り
て
、
汝
が
才
学
、
実
に
古
へ
に
難
ず
、
琉

 
 
人
等
が
く
は
だ
て
及
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
其
恩
賞
に
こ
れ
を
と
ら
す
べ
し

 
 
と
て
、
か
の
御
屏
風
の
絵
を
た
ま
は
り
け
り
。
今
も
な
を
家
に
存
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
徳
川
実
紀
』
第
九
二
二
一
二
〇
～
二
一
二
一
頁
）

 
こ
ち
ら
で
は
信
遍
の
調
査
能
力
の
高
さ
に
吉
宗
が
感
嘆
し
た
と
い
う
方
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
琉
球
側
の
文
化
上
の
挑
戦
に
見
事
に
応
え
得
た

信
遍
の
才
学
を
称
す
る
の
が
主
で
、
詩
の
作
者
の
姓
名
は
明
示
さ
れ
な
い
。

 
な
お
、
こ
の
調
査
に
関
す
る
信
遍
の
動
向
は
、
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
の
享

保
十
二
年
分
を
通
覧
し
て
も
裏
付
け
が
取
れ
ず
、
拝
領
の
絵
も
天
保
元
年
の
火

災
で
焼
失
し
た
と
見
ら
れ
伝
存
せ
ず
、
真
偽
の
程
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

享
保
十
三
年

戊
甲
 
一
七
二
八
 
四
十
歳

△
 
正
月
十
九
日
、
、
荻
生
祖
棟
没
、
六
十
三
歳
。

 
『
芙
蓉
楼
集
』
が
焼
失
し
て
伝
わ
ら
な
い
今
、
信
遍
の
祖
棟
門
と
し
て
の
活

動
を
跡
づ
け
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
甲
唄
入
門
が
い
つ
な
の
か
も
、
祖
棟
が

吉
宗
の
諮
問
に
あ
ず
か
る
よ
う
に
な
る
晩
年
に
至
っ
て
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る

も
の
の
、
な
お
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
入
門
と
い
え
ば
、
林
家
の
門
人
録
『
升

堂
記
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
に
も
信
遍
と
覚
し
き
人
物
は
見
当
ら
な
い
。

朱
子
学
か
ら
古
文
辞
学
に
進
ん
で
、
結
局
は
学
統
・
学
派
に
よ
る
色
分
け
と
は

無
縁
の
好
学
に
終
始
し
た
二
七
ら
し
い
曖
昧
な
閲
歴
で
は
あ
る
。

 
な
お
、
信
遍
の
経
学
者
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
『
芙
蓉
楼
玉
屑
』
（
川

越
市
立
図
書
館
蔵
、
本
紙
二
六
～
二
九
号
掲
載
）
や
『
書
聖
遺
言
』
（
宮
内
庁

書
陵
部
蔵
『
片
玉
集
』
前
集
巻
四
）
な
ど
を
中
心
に
し
た
別
丁
を
準
備
中
な
の

で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。

〇
 
二
月
二
十
日
、
有
馬
氏
倫
よ
り
の
下
問
に
答
え
、
十
三
経

 
が
文
庫
に
四
部
あ
り
、
う
ち
一
部
を
信
遍
が
拝
借
中
の
旨
、

 
御
書
物
奉
行
藤
橋
主
計
が
報
告
す
る
漁
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
）

 
 
一
昨
十
八
日
兵
庫
貴
殿
よ
り
御
切
紙
二
て
被
志
下
候
ハ
、
十
三
経
御
文
庫

 
 
二
斗
掻
有
之
群
賊
、
書
付
、
唯
今
可
差
上
之
旨
二
付
、
主
計
御
目
録
吟
味

 
 
之
節
写
季
候
拍
二
て
吟
味
仕
、
十
三
経
四
部
御
文
庫
二
有
之
候
、
内
一
部

 
 
ハ
成
島
道
筑
拝
借
仕
置
候
段
、
書
付
を
以
御
返
答
申
上
候
、

 
こ
れ
だ
け
読
め
ば
、
な
ぜ
氏
倫
が
十
三
経
の
よ
う
な
大
部
の
書
の
所
蔵
数
調

査
を
堆
橋
主
計
に
命
じ
た
か
が
判
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
は
こ
の
年
二
月
二
日
の

一
件
が
、
ま
ず
前
提
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
昨
日
肥
前
守
殿
被
仰
渡
候
儀
二
付
、
今
日
両
人
致
登
城
、
土
岐
左
兵
衛
江

 
 
申
入
下
国
、
、
則
、
於
新
部
屋
被
出
合
、
左
之
覚
書
壱
通
被
相
盛
、
何
茂
申

 
 
談
伺
書
之
下
書
相
認
池
見
可
陸
田
、
被
申
聞
、

 
 
 
一
御
書
物
同
書
数
部
車
路
内
、
一
通
宛
差
置
相
済
候
も
の
ハ
、
吟
味
之

 
 
 
 
上
宜
キ
書
一
通
差
置
山
事
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一
同
書
之
内
文
段
二
相
違
在
之
、
両
様
単
二
難
捨
書
ハ
、
二
通
二
而
も

 
 
 
 
三
通
二
而
も
差
置
事
事

 
 
 
一
溝
板
二
二
在
官
不
珍
書
追
而
茂
、
数
部
有
之
可
然
も
の
ハ
、
一
ゴ
ニ
部

 
 
 
 
も
差
置
里
並

 
 
 
＝
一
部
有
之
内
、
写
本
又
者
珍
敷
書
者
、
其
儘
差
置
キ
候
事
。

 
前
日
、
御
側
衆
戸
田
肥
前
守
を
通
じ
て
御
宇
性
土
岐
左
兵
衛
朝
直
に
面
談
を

求
め
ら
れ
た
御
書
物
奉
行
松
村
左
兵
衛
・
下
田
幸
大
夫
の
両
人
は
、
三
十
か
ら

複
数
部
数
所
蔵
す
る
書
籍
の
扱
い
に
関
す
る
覚
書
を
示
さ
れ
、
伺
書
の
下
書
を

草
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
翌
三
日
に
は
早
速
検
討
を
開
始
し
、
五
日
に
は
重

複
書
籍
の
処
理
基
準
，
の
申
し
合
わ
せ
事
項
を
定
め
て
い
る
。
前
掲
の
覚
書
の
趣

旨
に
沿
う
形
で
所
蔵
の
部
数
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
細
則
は
次
の
通
り
で
あ

る
。 

 
一
二
部
下
之
内
、
と
も
に
和
本
こ
て
同
型
重
篤
ハ
・
、
一
部
ハ
除
き
可
融

 
 
 
事

 
 
㎝
二
部
物
心
内
、
一
部
和
版
㎝
部
唐
本
湿
て
元
同
版
二
一
ハ
・
、
唐
本
之

 
 
 
方
除
き
可
申
事

 
 
一
二
部
物
之
内
、
と
も
に
唐
本
二
年
賦
・
、
同
板
二
て
も
異
板
二
て
も
差

 
 
 
置
要
事

 
 
一
々
代
々
従
御
前
出
塁
分
量
、
差
置
可
申
事

 
 
＝
二
部
物
、
同
板
之
分
ハ
、
二
部
こ
い
た
し
可
申
事

 
 
＝
二
部
物
、
異
版
二
候
ハ
・
、
差
置
可
申
事

 
 
一
四
部
以
上
之
分
ハ
、
異
版
飛
魚
と
も
、
吟
味
い
た
し
、
三
部
差
置
可
申

 
 
 
事

 
 
 
 
但
、
四
書
・
五
経
ハ
格
外
之
事

成
島
信
遍
年
譜
稿
（
五
）

 
製
版
・
異
版
、
和
刻
本
・
唐
本
の
別
に
配
慮
し
た
決
定
で
、
書
誌
学
の
上
か

ら
も
ほ
ぼ
妥
当
な
内
容
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
氏
倫
が
二
月
十
八

日
に
十
三
経
の
所
蔵
部
数
を
問
い
合
わ
せ
た
事
実
に
は
、
二
日
に
始
ま
る
一
連

の
動
き
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
前
提
で
意
味
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

 
十
三
経
は
四
部
蔵
さ
れ
て
い
た
。
「
四
書
・
五
経
ハ
格
外
之
事
」
と
あ
り
、

本
来
十
三
経
は
こ
の
規
定
の
嚢
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
四
部
に
焦
点
を

据
え
れ
ば
四
部
の
う
ち
一
部
は
処
分
し
て
も
よ
い
と
の
結
論
に
達
す
る
の
は
無

理
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
も
四
部
の
う
ち
一
部
は
、
享
保
十
年
九
月
十
七
日
以

来
信
遍
が
借
り
出
し
て
い
る
。
氏
倫
に
十
三
経
の
調
査
を
指
示
し
た
の
は
吉
宗

で
あ
ろ
う
か
ら
、
吉
宗
に
は
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、

こ
の
後
三
月
二
十
九
日
に
は
、
御
書
物
奉
行
奈
佐
又
助
が
、
信
遍
借
出
中
の
一

部
を
除
く
三
部
の
十
三
経
を
そ
れ
ぞ
れ
三
冊
ず
つ
氏
倫
に
差
し
出
し
て
い
る

し
、
四
月
四
日
に
は
林
大
学
頭
信
充
に
三
部
の
版
の
異
同
を
調
査
さ
せ
て
も
い

る
。
こ
の
時
期
、
吉
宗
の
周
辺
で
十
三
経
の
精
査
を
必
要
と
す
る
理
由
と
は
一

体
何
で
あ
ろ
う
か
。
推
測
す
る
に
、
こ
の
時
の
吉
宗
に
は
、
信
遍
に
貸
し
出
さ

れ
て
い
る
十
三
経
を
そ
の
ま
ま
下
賜
す
る
思
案
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
信
遍
が
非
公
式
に
そ
の
旨
願
い
出
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
更
に
言
え
ば
、

二
月
早
々
に
重
複
書
の
処
理
案
の
提
出
を
御
書
物
奉
行
に
命
じ
て
い
る
の
も
、

信
遍
へ
の
下
賜
を
無
理
な
く
進
め
る
た
め
の
下
準
備
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
四
月
の
日
光
参
詣
に
随
行
で
き
な
い
嘆
き

の
歌
を
耳
に
し
て
下
賜
を
決
め
た
と
す
る
『
諸
家
譜
』
等
の
、
突
発
的
な
吉
宗

の
判
断
に
す
べ
て
を
帰
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
は
、
不
正
確
と
見
な
さ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
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〇
 
三
月
十
五
日
、
高
田
馬
場
に
て
流
鏑
馬
復
興
。
古
式
の
考

 
証
に
携
わ
る
。
（
『
実
紀
』
巻
二
＋
六
、
同
附
録
巻
＋
二
）

 
こ
の
日
の
流
鏑
馬
は
大
納
言
家
重
の
痘
瘡
平
癒
を
祝
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
信
遍
は
先
の
犬
追
物
同
様
古
式
の
考
証
に
従
事
し
、
そ
の
成
果
を
吉
宗
に

献
じ
て
参
考
に
供
し
た
。
『
実
紀
』
附
録
巻
十
二
甚
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

 
 
流
鏑
馬
も
中
古
以
来
絶
た
る
を
興
し
給
は
ん
と
て
、
諸
家
の
記
録
を
あ
ま

 
 
た
御
参
考
あ
り
て
、
成
島
道
筑
信
遍
に
仰
せ
て
、
流
鏑
馬
の
事
類
聚
せ
る

 
 
書
を
つ
く
ら
し
め
給
ひ
、
其
後
も
な
を
広
く
考
へ
給
ひ
て
、
綾
藺
笠
を
は

 
 
じ
め
、
萬
の
調
度
ど
も
、
か
た
の
如
く
備
は
り
し
か
ど
、
古
の
式
法
其
ま
・

 
 
に
伝
は
り
た
る
に
あ
ら
ね
ば
と
て
、
騎
射
挾
物
と
名
づ
け
給
ひ
、
流
鏑
馬

 
 
と
は
称
す
ま
じ
と
仰
下
さ
れ
た
り
。
こ
れ
御
謙
遜
の
盛
慮
な
る
べ
し
。

「
流
鏑
馬
の
事
類
聚
せ
る
書
」
の
実
体
は
不
明
。

〇
 
四
月
十
三
日
、
吉
宗
、
日
光
社
参
詣
に
出
発
。
随
行
に
加

 
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
を
嘆
く
歌
を
詠
ず
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
諸
家
系
譜
』
、
『
実
紀
』
附
録
巻
九
、
『
三
世
の
な
み
』
）

享
保
十
三
多
年
四
月
十
三
日
日
光
御
社
参
之
前
日
、
御
供
に
も
れ
し
を
な

げ
き
て
、

 
あ
ぢ
き
な
く
頭
の
雪
と
ふ
り
は
て
ん
黒
髪
山
も
の
ぼ
り
え
ぬ
み
は

と
詠
候
を
、
御
匙
肩
入
、
御
出
立
之
未
明
二
被
召
、
今
度
留
主
二
巴
在
候

二
等
、
十
三
経
全
部
仕
手
墨
摺
旨
、
有
馬
兵
庫
頭
高
申
渡
、
拝
領
、
只
今

二
家
蔵
仕
候
。
（
『
諸
家
系
譜
』
）

 
『
実
紀
』
附
録
巻
樽
の
記
事
で
は
、
信
遍
の
歌
を
吉
宗
に
言
上
し
た
の
は
田

沼
主
殿
頭
意
行
の
所
為
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
三
世
の
な
み
』
で
は
、
「
日

光
御
社
参
の
頃
御
供
に
も
れ
し
こ
と
を
歎
て
と
の
も
の
か
み
も
と
ゆ
き
朝
臣
に

申
侍
し
」
と
の
詞
書
が
あ
っ
て
、
『
実
紀
』
附
録
巻
九
の
信
憲
性
を
支
え
る
。
も
っ

と
も
内
閣
文
庫
本
『
三
世
の
な
み
』
で
は
、
当
該
歌
の
第
三
句
が
「
な
り
は
て

ん
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
市
立
大
学
附
属
図
書
館
森
文
庫
蔵
本
に

「
ふ
り
は
て
ん
」
と
あ
り
、
他
の
文
献
も
す
べ
て
「
ふ
り
は
て
ん
」
の
本
文
を

有
す
る
こ
と
、
修
辞
か
ら
み
て
も
「
降
り
」
と
「
古
り
」
の
掛
詞
が
「
な
り
は

て
ん
」
で
は
成
立
し
な
い
こ
と
の
二
点
か
ら
、
内
閣
文
庫
本
独
自
の
誤
写
と
認

定
さ
れ
る
。
こ
の
歌
は
『
甲
子
夜
話
』
巻
百
に
も
登
載
さ
れ
て
お
り
、
信
遍
の

詠
歌
と
し
て
は
最
も
人
口
に
膳
証
し
て
い
る
。
『
三
世
の
な
み
』
に
よ
れ
ば
、

冷
泉
為
久
か
ら
「
自
分
の
述
懐
に
て
は
さ
も
あ
る
べ
き
事
に
候
」
と
の
褒
詞
も
 
 
引

得
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臼

 
な
お
、
当
該
歌
を
耳
に
し
た
吉
宗
が
出
発
の
朝
に
十
三
経
を
下
賜
し
た
と
い

う
『
諸
家
系
譜
』
の
後
半
の
記
述
に
若
干
の
誇
張
と
虚
構
が
混
じ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
後
に
触
れ
る
。

〇
 
五
月
二
十
九
日
、
拝
借
中
の
十
三
経
を
下
賜
せ
ら
れ
る
こ

 
と
に
決
定
、
有
馬
墨
壷
が
そ
の
手
続
き
を
御
書
物
奉
行
に
指

 
示
す
る
。
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
）

 
こ
の
日
、
御
書
物
奉
行
堆
橋
主
計
と
松
村
左
兵
衛
は
、
加
納
遠
江
守
久
通
の

指
示
で
「
陳
西
通
志
」
「
西
安
県
志
」
「
鳳
陽
島
上
」
の
三
部
を
奥
へ
差
し
上
げ

た
が
、
そ
の
折
、
有
馬
氏
倫
か
ら
仰
せ
渡
し
が
あ
っ
た
。



 
 
右
之
節
、
兵
庫
濃
縮
、
於
新
部
屋
被
受
渡
候
者
、
成
島
道
筑
拝
借
之
十
三

 
 
経
註
疏
直
二
被
下
候
間
、
左
様
可
相
心
得
候
、
右
翼
下
候
二
付
、
，
若
年
寄

 
 
中
印
形
に
て
も
入
通
男
、
吟
味
申
上
裳
様
二
三
延
渡
候
、

 
十
三
経
下
賜
の
手
続
き
は
こ
の
五
月
二
十
九
日
に
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
実
務
的
な
処
理
に
は
な
お
か
な
り
の
日
数
を
必
要
と
し
た
。
ま
ず
は
上
司

の
若
年
寄
の
印
が
い
る
か
否
か
の
検
討
を
氏
倫
は
命
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

〇
 
六
月
一
日
、
下
賜
の
先
例
を
松
村
左
兵
衛
が
調
査
し
、
若

 
年
寄
の
印
形
不
要
の
旨
、
有
馬
氏
倫
に
報
告
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
）

 
 
兵
庫
頭
殿
昨
日
左
兵
衛
江
被
鳥
渡
候
、
道
直
江
被
節
候
十
三
経
営
儀
二
重

 
 
若
年
寄
衆
御
印
形
翫
弄
も
入
候
哉
嘉
事
、
今
日
、
兵
庫
頭
殿
江
左
兵
衛
懸

 
 
御
目
、
享
保
元
年
申
年
渋
川
右
門
江
平
下
候
二
十
一
史
、
又
者
、
寅
年
経

 
 
解
禁
裏
江
御
僧
献
之
差
等
之
節
、
御
老
中
・
若
年
寄
衆
い
つ
れ
も
御
書
付

 
 
を
以
被
仰
渡
、
御
印
形
者
無
御
座
候
段
、
先
例
申
達
候
得
者
、
兵
庫
頭
殿

 
 
被
仰
候
者
、
此
度
道
面
へ
被
下
鳶
足
も
、
若
年
寄
衆
6
成
と
も
、
又
者
拙

 
 
者
共
6
成
共
、
被
遂
御
相
談
、
追
而
御
書
付
二
而
も
御
渡
可
被
所
由
、
被

 
 
仰
候
、

 
何
事
も
先
例
を
重
視
す
る
の
が
役
人
の
常
、
実
直
な
松
村
左
兵
衛
は
天
文
方

渋
川
右
門
敬
歩
や
禁
裏
献
上
の
二
件
を
報
告
、
い
ず
れ
も
書
付
に
老
中
・
若
年

寄
の
印
形
が
無
か
っ
た
由
を
上
申
す
る
。
信
遍
へ
の
下
賜
の
手
続
き
も
、
こ
の

先
例
に
従
っ
て
進
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

成
島
信
遍
年
譜
稿
（
五
）

〇
 
六
月
中
旬
、
滝
北
山
の
遺
稿
『
北
山
遺
稿
』
が
江
戸
浅
蔵

 
屋
久
兵
衛
よ
り
刊
行
さ
れ
、
附
録
に
北
山
の
早
世
を
悼
む
五

 
言
律
詩
二
コ
入
集
、
あ
わ
せ
て
暗
晦
を
寄
せ
る
。

 
『
北
山
遺
稿
』
は
大
本
一
冊
。
刊
本
。
服
元
喬
（
享
保
戊
申
之
春
）
序
二
丁
、

江
忠
固
序
四
丁
（
う
ち
行
色
ば
罫
線
の
み
）
、
本
文
十
九
丁
、
附
録
三
丁
、
そ

し
て
信
遍
の
蹟
二
丁
の
全
三
十
丁
。
裏
見
返
し
に
刊
記
が
あ
る
。
内
閣
文
庫
本

の
刊
記
に
は

 
 
享
保
十
三
戦
歳
六
月
仲
涜

 
 
江
府
 
書
斎
 
淺
上
金
龍
山
門
前
淺
藏
屋
久
兵
衛
梓
行

と
あ
る
が
、
『
割
印
帳
』
で
は
同
年
九
月
の
行
事
小
川
彦
九
郎
割
印
の
五
点
に

含
ま
れ
る
の
で
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
九
月
以
降
と
見
ら
れ
る
。
な
お
浅

蔵
（
倉
）
屋
久
兵
衛
は
、
信
遍
著
『
題
苑
』
や
入
江
南
浜
の
『
南
鮮
詩
集
』
の

刊
行
に
も
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
が
南
濃
の
編
集
に
か
か
り
、
『
題
苑
』

に
も
南
漠
が
序
を
寄
せ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
浅
蔵
屋
と
南
勢
の
強
い
結
び
つ
き

を
想
定
す
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

 
滝
北
山
の
人
と
な
り
は
南
浜
の
序
に
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

 
 
北
山
、
名
は
正
武
、
字
は
仲
李
、
日
根
正
朗
の
仲
子
な
り
。
人
と
な
り
俊

 
 
抜
穎
悟
、
幼
に
し
て
母
を
喪
す
。
惟
だ
父
兄
に
事
ふ
。

 
北
山
の
父
は
日
根
正
朗
。
『
諸
家
譜
』
巻
九
百
八
十
五
に
よ
れ
ば
、
正
朗
は

通
称
藤
助
、
号
一
指
。
実
父
は
松
平
主
殿
頭
家
臣
戸
松
藤
兵
衛
で
、
日
根
正
福

の
養
子
と
な
っ
た
。
正
徳
元
年
に
家
督
を
相
続
、
御
納
戸
番
・
小
普
請
方
に
列

し
た
旗
本
で
あ
る
。
享
保
十
一
年
十
二
月
十
九
日
に
致
仕
し
、
宝
暦
八
年
十
月

十
八
日
に
八
十
九
歳
で
没
す
る
。
『
諸
家
譜
』
に
は
嫡
男
正
偏
、
そ
の
弟
正
心
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の
み
登
載
さ
れ
、
正
武
の
名
は
見
え
な
い
。
事
蹟
を
残
す
こ
と
な
く
早
々
と
没

し
た
た
め
へ
系
譜
か
ら
省
略
さ
れ
た
も
の
か
。

 
北
山
の
孝
と
一
家
の
融
和
を
述
べ
た
あ
と
、
北
山
が
南
町
に
入
門
す
る
経
緯

を
記
し
、
そ
の
学
力
を
称
し
て
言
う
。

 
 
鯨
差
乃
ち
馳
馬
撃
剣
の
術
を
習
ひ
、
亦
た
其
の
箕
装
を
継
ぐ
に
足
れ
り
。

 
 
一
旦
業
を
黒
め
て
歎
じ
て
曰
く
、
此
れ
士
の
常
、
山
豆
に
事
と
す
る
に
足
ら

 
 
ん
や
。
男
児
死
せ
ば
則
ち
已
ま
ん
。
已
む
こ
と
無
く
ん
ば
其
れ
文
か
。
則

 
 
ち
下
帷
箋
燈
す
。
何
く
も
亡
く
し
て
句
読
に
通
じ
て
五
行
共
に
下
る
。
乃

 
 
ち
学
を
余
に
請
ふ
。
余
一
た
び
之
を
見
て
、
其
の
人
と
な
り
を
奇
と
す
。

 
 
循
々
と
し
て
之
を
教
ふ
れ
ば
則
ち
三
隅
を
以
て
反
し
、
且
つ
時
に
予
を
起

 
 
す
。
年
緩
か
に
十
有
五
、
乃
ち
冠
す
。
滝
氏
と
改
め
仲
李
と
字
す
。
，
突
と

 
 
し
て
弁
せ
る
や
、
蓋
し
夙
成
を
欲
す
る
な
り
。
十
、
二
に
し
て
詩
を
作
る
に

 
 
志
有
り
。
余
得
を
導
く
に
盛
唐
を
以
て
鵠
と
為
す
。
乃
ち
学
び
て
厭
は
ず
。

 
 
其
の
作
る
所
を
観
る
に
、
亦
た
以
て
発
す
る
に
足
れ
り
。

武
芸
に
長
じ
な
が
ら
翻
然
と
学
に
志
す
心
の
う
ち
は
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
「
夙
成
を
欲
す
る
」
北
山
の
才
学
は
め
ざ
ま
し
く
、
南
浜
も
「
奇
と
す
」

る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
日
根
氏
か
ら
滝
氏
へ
と
改
め
た
の
は
、
養
子
に
入
っ
た

ゆ
え
か
。
滝
家
の
素
姓
は
不
明
。
南
浜
が
北
山
を
導
く
に
「
盛
唐
を
以
て
鵠
と

為
」
し
た
の
は
、
学
統
か
ら
い
っ
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

 
だ
が
北
山
は
病
弱
で
寿
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

 
 
然
れ
ど
も
性
多
病
、
或
は
回
し
或
は
綴
む
。
去
年
丁
未
の
秋
、
病
て
臥
す
。

 
 
起
た
ず
遂
に
亡
す
。
遺
稿
三
巻
有
り
。
其
の
兄
以
て
余
に
示
す
。
余
且
つ

 
 
諦
み
且
つ
泣
く
。
句
々
涙
の
従
ふ
な
り
。
乃
ち
之
を
梓
に
し
て
以
て
早
め

 
 
ん
と
請
ふ
。
已
に
し
て
業
を
卒
へ
て
起
て
嘆
じ
て
曰
く
、
奇
な
る
か
な
、

 
 
日
根
氏
の
子
、
人
の
世
に
在
る
、
骨
と
与
に
漁
る
こ
と
莫
く
ん
ば
足
ん
ぬ
。

 
 
是
れ
有
る
か
な
。
寧
ろ
才
の
美
か
。

南
漠
に
と
っ
て
、
恐
ら
く
最
高
の
資
質
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
門
人
北
山
の
若
す

ぎ
る
死
が
い
か
に
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
序
の
最
後
は
、

 
 
社
兄
服
子
遷
が
序
を
請
ひ
、
島
帰
徳
賊
有
り
。
不
倭
略
其
の
始
末
を
記
し

 
 
て
以
て
附
す
と
云
ふ
。
蓋
し
乱
騰
卒
す
る
歳
十
八
、
此
の
集
十
三
よ
り
十

 
 
五
に
至
る
。
後
ち
乃
ち
因
て
廃
す
。
故
に
僅
々
に
五
七
言
律
絶
、
而
し
て

 
 
七
言
律
絶
だ
少
し
。
亦
た
こ
一
葉
て
膿
に
備
ふ
。
其
の
他
の
諸
膿
、
志
有

 
 
て
成
ら
ず
。
天
芝
が
年
を
假
ざ
る
な
り
。
諸
君
贈
る
所
の
突
詩
、
併
て
之

 
 
を
録
し
、
題
し
て
北
山
遺
稿
と
日
ふ
。
北
山
は
其
の
号
な
り
。
此
れ
完
壁

 
 
に
非
ず
と
錐
も
、
亦
た
以
て
其
の
才
の
得
難
き
を
明
す
に
足
れ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
上
、
原
漢
文
）

と
結
ば
れ
る
。
北
山
の
享
年
は
十
八
歳
。
南
郭
に
序
を
、
信
遍
に
践
を
求
め
、
㌧

諸
家
の
契
詩
を
編
ん
で
附
録
と
す
る
と
い
う
、
『
北
山
遺
稿
』
の
成
立
事
情
を

つ
ぶ
さ
に
証
言
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
北
山
へ
の
想
い
の
深
さ
も
あ
わ
せ
、

南
郭
・
半
々
の
軍
功
の
客
観
性
と
は
ま
た
異
な
る
趣
き
の
文
章
と
い
え
よ
う
。

 
附
録
に
収
め
ら
れ
た
信
遍
の
「
△
⊥
（
実
北
山
秀
才
）
二
首
」
は
次
の
通
り
で

あ
る
（
訓
点
原
本
通
り
）
。

 
 
全
二
首

夙
誉
傾
助
朝
野
↓

妙
年
酒
ク
属
以
文
ヲ

鳳
毛
天
美
二
奪
フ

駿
骨
名
空
ク
聞
ク

錦
江
島
旧
徳

夙
誉
朝
野
を
傾
く

妙
年
能
く
文
を
属
す

鳳
毛
天
冠
に
奪
ふ

駿
骨
名
空
し
く
聞
く
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旧風楚筆
ヒr前書橘
涙悲思情
ヲ 

璽宝末傷
襲婁舞樗

三 セ

呉
至
情
偏
に
厚
く

剛
材
思
ひ
群
せ
ず

風
前
玉
樹
を
悲
し
み

涙
を
將
て
江
雲
に
洒
ぐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ

為
レ
上
⊥
辞
ト
。
札
痙
夫
昏
又
何
ソ
限
ン
哉
。
文
章
行
事
務
不
レ
在
レ
人
二
乎
。

瀧
秀
才
之
於
叫
此
刻
二
一
。
其
為
D
不
⊥
辛
ト
耶
。
抑
旙
二
⊃
其
腹
ヨ
種
苗
瓦
燈
つ
。

而
没
ロ
テ
世
ヲ
名
不
レ
称
。
則
其
為
業
ン
幸
ト
耶
。
識
者
甑
別
十
二
焉
。

 
東
都
圖
書
府
主
事
 
錦
江
島
信
遍
誌

諸
彦
金
閨
ノ
籍

由
来
推
畝
謝
荘
↓

龍
材
元
ト
玉
壷

鵬
翼
欲
畝
翰
翔
魂
ン
ト

寒
水
劔
先
去
リ

斗
問
氣
亦
た
亡
フ

空
ク
蝕
コ
芳
艸
ノ
句
↓

春
雨
冷
⊃
池
塘
弓

諸
彦
金
閨
の
籍

由
来
謝
荘
を
推
す

龍
材
元
と
席
料

鵬
翼
朝
会
せ
ん
と
欲
す

延
水
墨
先
づ
去
り

斗
問
氣
亦
亡
ぶ

空
し
く
芳
艸
の
句
を
話
し
て

春
雨
池
塘
に
冷
し

続
い
て
巻
末
の
信
遍
践
の
全
文
を
掲
げ
る
。
訓
点
は
原
文
の
ま
ま
。
た
だ
し
適

宜
句
点
を
補
っ
た
。

 
 
北
山
遺
稿
蹟

 
 
瀧
秀
才
筆
軸
セ
リ
 
。
所
け
存
ス
ル
者
ハ
詩
耶
名
耶
孝
友
耶
。
江
生
叙
⊃
其
孝

 
 
友
↓
。
梓
｝
ス
其
詩
↓
。
乃
名
之
不
レ
亡
ビ
亦
頼
レ
リ
焉
。
乃
請
二
序
ヲ
南
郭
先

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
も

 
 
生
で
。
而
瀧
秀
才
之
茂
異
。
死
y
百
重
レ
認
許
如
タ
リ
也
。
愁
士
非
μ
ン
バ
附
一
二
青

 
 
雲
｝
一
。
悪
ヵ
乎
成
レ
名
ヲ
。
読
者
美
器
也
。
鬼
神
之
所
レ
恪
ム
也
。
魯
二
有
け
大
-

 
 
臣
史
闊
セ
リ
焉
。
蓋
名
不
二
荷
モ
彰
↓
。
以
二
文
章
行
事
↓
而
彰
ル
。
結
縄
之
世

 
 
必
也
不
レ
乏
二
其
人
一
一
。
然
レ
圧
遡
乎
ト
V
無
レ
聞
却
猫
何
哉
。
如
薪
鳩
舌
旧
離

 
 
挙
げ
國
不
菌
成
レ
章
ヲ
也
。
名
墨
筆
適
二
阪
セ
ン
 
。
．
壽
夫
ハ
天
也
。
百
歳
ヲ

，
巽
詩
・
賊
文
と
も
に
北
山
の
人
と
な
り
を
直
接
は
知
ら
な
い
信
遍
の
、
修
辞

に
多
く
を
負
う
表
現
志
向
が
う
か
が
え
る
。
蹟
文
の
末
尾
あ
た
り
、
四
十
路
に

入
っ
た
自
分
と
北
山
を
そ
れ
と
な
く
対
比
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
信
遍
の
心

根
も
灰
見
え
る
。
勿
論
一
般
論
で
終
始
し
て
い
る
も
の
の
、
「
旙
其
腹
」
の
ご

と
き
表
現
に
は
己
れ
の
体
躯
に
対
す
る
視
線
を
感
取
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る

の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

 
参
考
ま
で
に
「
附
録
」
に
実
詩
を
寄
せ
た
諸
家
を
列
挙
し
て
お
く
ゆ
釈
君
英
 
 
田

・
（
信
遍
）
・
釈
大
黙
・
釈
増
徳
・
北
岳
宮
子
元
・
束
甲
高
墨
水
・
雪
山
渡
豊
玉
。
 
口

こ
の
う
ち
「
束
里
高
墨
水
」
は
高
野
蘭
亭
で
あ
ろ
う
。

○

 
八
月
九
日
、
四
月
十
二
日
付
で
十
三
経
を
下
賜
さ
れ
た
旨

の
書
付
が
、
有
馬
氏
倫
よ
り
御
書
物
奉
行
へ
渡
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
）

 
道
筑
江
十
三
経
熟
思
候
脚
付
、
書
付
二
而
も
相
渡
候
哉
之
義
、
．
先
達
三
相

 
直
言
処
、
先
例
被
申
聞
候
、
伍
之
書
付
如
何
様
二
認
遣
シ
各
方
留
二
宜
敷

 
候
哉
下
書
ヲ
い
毒
し
差
出
二
様
二
と
、
兵
庫
頭
殿
、
申
四
月
十
二
日
道
筑

 
三
瀬
下
期
由
之
御
書
付
、
御
渡
被
成
瀬
、

氏
倫
か
ら
書
付
の
下
書
用
に
渡
さ
れ
た
書
付
に
は
、
十
三
経
が
四
月
十
二
日

成
島
三
遍
年
譜
稿
（
五
）



に
下
賜
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
．
一
連
の
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
の
は
五

月
二
十
九
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
八
月
九
日
に
至
っ
て
漸
く
下
賜
の
日
付
が
正

式
に
書
面
で
四
月
十
二
日
と
定
め
ら
れ
た
。
即
ち
日
光
社
参
発
駕
の
前
日
に
当

る
。
そ
の
日
吉
宗
が
実
際
に
信
遍
に
対
し
て
、
拝
借
中
の
十
三
経
を
そ
の
ま
ま

下
賜
す
る
旨
の
伝
達
を
行
な
い
、
八
月
九
日
に
至
っ
て
や
っ
と
事
務
処
理
が
追

認
と
い
う
形
で
追
い
つ
い
た
と
見
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
五
月
二
十
九
日

以
前
に
は
公
式
の
下
賜
は
成
さ
れ
ず
、
八
月
九
日
に
な
っ
て
四
月
十
二
日
に

遡
っ
て
下
賜
し
た
こ
と
と
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
判
然
と

し
な
い
。
翌
十
日
に
書
付
を
氏
倫
に
提
出
し
て
、
よ
う
や
く
こ
の
件
は
結
着
を

見
る
の
だ
が
、
書
付
の
様
式
な
ど
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
あ
る
ご
と
く
、
年
末

ま
で
事
務
方
の
検
討
が
続
い
た
。
「
あ
ぢ
き
な
く
」
の
歌
に
感
じ
た
吉
宗
か
ら

即
座
に
十
三
経
を
賜
る
と
い
っ
た
劇
的
な
展
開
は
現
実
的
に
は
成
り
立
た
ず
、

御
側
御
用
取
次
と
御
書
物
奉
行
と
の
地
道
な
折
衝
の
過
程
を
必
要
と
し
た
。

○
」
十
二
月
一
㍉
千
八
日
、
夕
曇
へ
下
賜
さ
れ
た
十
三
経
の
冊
数

 
に
関
す
る
書
付
に
つ
き
、
有
馬
氏
倫
と
御
書
物
奉
行
松
波
金

 
五
郎
が
相
談
す
る
。
（
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
）

 
こ
の
書
付
に
つ
い
て
は
、
時
期
も
時
期
と
思
ρ
た
か
、
氏
倫
も
「
文
段
下
敷

候
か
先
格
有
之
候
ハ
、
其
訣
可
申
上
田
、
年
内
二
も
限
り
不
申
候
、
春
二
至
り

可
申
上
よ
し
、
被
仰
言
候
」
と
鷹
揚
な
と
こ
ろ
を
見
せ
て
い
る
。

 
と
も
あ
れ
、
あ
ま
り
前
例
勿
な
い
御
文
庫
の
書
籍
下
賜
と
い
う
出
来
事
が
事

務
方
を
い
か
に
煩
わ
せ
た
か
、
一
つ
一
つ
の
交
渉
を
順
を
追
っ
て
た
ど
る
に
つ

け
、
江
戸
幕
府
の
事
務
処
理
の
慎
重
さ
と
い
う
か
融
通
の
き
か
な
さ
に
驚
嘆
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

○
 
こ
の
年
、
二
十
一
史
を
賜
る
か
。
（
『
諸
家
系
譜
』
、
『
諸
家
譜
』
、
「
伝
」
）

 
『
諸
家
系
譜
』
は
、
四
月
十
三
日
の
項
で
引
用
し
た
条
に
続
い
て
、

 
 
同
年
月
日
不
知
、
二
十
一
史
拝
領
、
今
日
家
蔵
仕
候
、

と
記
す
。
「
伝
」
も
「
同
（
享
保
l
l
引
用
者
注
）
十
三
年
、
書
影
二
二
十
一

史
」
と
す
る
が
、
『
諸
家
譜
』
は
「
十
三
経
を
恩
賜
せ
ら
れ
、
の
ち
ま
た
二

十
一
史
を
た
ま
ふ
。
」
ど
い
う
曖
昧
な
記
述
に
後
退
し
て
い
る
。

 
「
伝
」
（
『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
第
六
号
七
一
頁
～
七
二
頁
に
翻
字
掲
載
）
は
、

十
三
経
下
賜
と
吉
宗
の
日
光
社
参
を
と
も
に
享
保
十
二
年
の
こ
と
と
す
る
と
い

う
、
伝
記
考
証
と
し
て
は
看
過
で
き
な
い
重
大
な
誤
ま
り
を
犯
し
て
い
る
か
ら
、
，

二
十
一
史
の
享
保
十
三
年
下
賜
も
真
偽
の
程
が
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
あ
る
程

度
信
頼
で
き
そ
う
な
の
は
『
諸
家
系
譜
』
の
み
な
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
も
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
十
三
経
に
つ
い
て
は
過
剰
と

思
え
る
く
ら
い
に
事
務
処
理
の
一
つ
一
つ
を
書
き
込
ん
で
い
る
『
幕
府
書
物
方

日
記
』
が
、
同
年
に
賜
っ
た
と
さ
れ
る
二
十
一
史
に
黒
し
て
は
全
く
触
れ
て
い

な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
十
一
史
が
紅
葉
山
文
庫
所
蔵
で
な

い
と
し
た
ら
、
日
記
に
載
ら
な
い
の
も
了
解
で
き
る
。
で
は
一
体
ど
こ
か
ら
二

十
一
史
を
用
意
し
た
の
か
。
そ
れ
が
解
明
さ
れ
ぬ
以
上
、
享
保
十
三
年
に
十
三

経
に
続
い
て
二
十
一
史
も
拝
領
し
た
と
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
「
賜
る
か
」

と
疑
問
の
余
地
を
残
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
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